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（公財）日本バレーボール協会 会員登録システム 

役員委嘱承諾ガイド（役員向け、2018 年 6 月 29 日版） 

 

 本書は JVAMRSで、団体から役員に委嘱された方が、その委嘱を承諾し登録料を支払う手順のガイ

ドです。 

 

 

  

準備 

JVA-ID の取得 

メンバーID の紐付け 

JVA-ID の通知 

STEP2 

委嘱の内容確認・承諾 

JVA-ID 未取得の方は予め取得します。 

過去に 1 度でも JVA-MRS での登録実績がある方は併せてメン

バーIDの紐付けも行います。 

取得した JVA-ID を、委嘱を受ける予定の団体責任者にお知ら

せください。 

 

委嘱の内容を確認し、承諾します。 

※もし内容に誤りがある場合は、依頼元の団体責任者にご連絡

ください。 

 

STEP1 

ログイン 

（登録メールアドレス宛てに委嘱承諾依頼メールが届いたら） 

JVA-ID 取得時に設定した「ログイン ID」と「パスワード」で

システムにログインします。 

STEP3 

登録料支払 

 

役員委嘱を承諾後、登録料を支払います。 

支払い完了をもって、役員登録が完了します。 

※登録料が発生しない場合は承諾時点で登録が完了します。 
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委嘱手続きの主な流れ 

団体責任者
（役員へ委嘱承諾の依頼）

JVA-MRS
（会員登録システム）

役員
（委嘱を承諾、登録料納付）

準
備

委
嘱
手
続
き

解
嘱
手
続
き

JVA-ID取得

メンバーID紐付け

責任者追加／権限付与

委員会登録

役職登録

委嘱承諾

請求発行（納付）

団体責任者
（全権権限）

新たに役員・委員会管理を行う
JVA-ID未取得の団体責任者

JVA-ID未取得の役員

団体責任者
（全権権限／委員会担当者）

役員委嘱

団体責任者
（全権権限／委員会担当者）

役員

役員解嘱

団体責任者
（全権権限／委員会担当者）

本マニュアルで解説している機能です。

本マニュアルとは別のマニュアルで解説している機能です。
• “JVA-ID取得”はJVA-MRSトップページ掲載の「JVA-ID取得ガイド」をご覧ください。
• “メンバーID紐付け”はJVA-MRSトップページ掲載の「メンバー向けID切替ガイド」をご覧ください。

役員委嘱の
ご案内メール

※システム外でJVA-ID（または登録メールアドレス、メンバーID）を通知

※内容に不備がある場合は、システム外で依頼元の団体責任者に連絡

JVA-ID取得済の役員
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準備：JVA-ID の取得、メンバーID の紐付け、JVA-ID の通知 

JVA-MRS をご利用いただくには JVA-IDの取得が必要です。 

JVA-ID 取得の操作方法につきましては、JVA-MRS のトップページに掲載しております「JVA-ID 取得

ガイド」をご参照ください。 

 

2017 年度までの旧 JVA-MRS をご利用いただいていた方（責任者 ID やメンバーID取得済みの方）も初

めに JVA-IDを取得してください。 

また、取得した JVA-IDとこれまで利用してきたメンバーID の紐付けも行っていただく必要があります。 

メンバーID 紐付けの操作方法につきましては、JVA-MRS のトップページに掲載しております「メンバ

ー向け ID切替ガイド」をご参照ください。 

 

JVA-ID 取得とメンバーID 紐付けが完了しましたら、委嘱を受ける予定の団体責任者に JVA-ID をお知

らせください。 

団体責任者側で委嘱の手続きが行われると、JVA-ID 取得時に登録したメールアドレス宛てに委嘱承諾依

頼のご案内メールが届きます。 

 

 

STEP1：ログイン・操作団体選択 

JVA-ID 取得時に設定したログイン ID（メールアドレスまたは任意の文字列）とパスワードでログイン

します。 

※ インターネットブラウザで https://jvamrs.jp/ にアクセスしてください。 

 

① JVAMRS のトップページが表示されます。 

ページ上部および中部にある、「ログイン」ボタンをクリックします。 

 

② ログイン画面にて「ログイン ID」と「パスワード」を入力し「ログイン」ボタンをクリックします。 

 

③ マイページのページ上部のタブで「共通・請求発行」をクリックします。 

 

  

https://jvamrs.jp/
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STEP2：委嘱の内容確認・承諾 

団体から自身に対して行われている役員委嘱の内容を確認し、承諾します。 

承諾済みの委嘱申請や過去の委嘱申請についても検索することができます。 

 

① マイページ「共通・請求発行」タブの、「役員管理」セクションに表示されている「役員委嘱管理」

リンクをクリックします。 

 

※ 承諾待ちの申請が 1件以上ある場合、申請の件数が表示されます。 

 

② 役員委嘱検索画面が表示されます。 

役員委嘱を検索する条件を指定し、「検索」ボタンをクリックすると、条件に合致する役員委嘱が一

覧で表示されます。 

 

  



 5 / 10 

 

③ 検索結果の役員委嘱申請から、承諾する委嘱申請の「申請日時」リンクをクリックします。 

 
 

④ 役員委嘱申請の詳細情報が表示されます。 

委嘱申請を承諾する場合は「承諾する」ボタンをクリックします。 
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⑤ 委嘱申請承諾の確認画面が表示されます。 

間違いがなければ「承諾する」ボタンをクリックします。 

※内容に誤りがあれば、承諾せずに依頼元の団体責任者にご連絡ください。 

 

 

⑥ 承諾が完了します。 

 

※ 役員登録料の支払いが完了するまで役員登録は有効になりませんのでご注意ください。 

※ すでにメンバー登録料や資格登録料を納付済みの場合は役員登録料が発生しない場合があります。

その際は承諾と同時に役員登録が完了します。 
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STEP3：登録料支払 

委嘱申請を承諾すると、役員登録料の支払が可能になります。 

承諾後に、請求書を発行して登録料を支払います。 

 

① マイページ上部のメニュータブから「共通・請求発行」タブをクリックします。 

 

 

② 共通メニューが表示されます。 

「支払管理」内に表示されている「請求発行」リンクをクリックします。 

 

 

③ 支払対象検索画面が表示されます。 

ページ上部に表示されている支払者区分から、請求を発行する支払者区分を選択して「検索」ボタン

をクリックします。 
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④ 選択された支払者区分に対する請求が一覧で表示されます。 

支払対象とする項目について、左端に表示されているチェックボックスをチェックし、「入力内容を

確認する」ボタンをクリックします。 

 

 

⑤ 支払内容が表示されます。 

金額を確認し、「請求を発行する」ボタンをクリックします。 
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⑥ 請求が発行されます。 

支払方法や支払期限が記載された支払の案内メールが、請求発行を行った責任者に送信されます。 

「発行済みの請求を確認する」ボタンをクリックすると、システム上からも請求情報を確認できま

す。 

 

 

⑦ 発行されている請求が一覧で表示されます。 

支払を行う請求の「請求番号」リンクをクリックします。 

 

 

⑧ 請求の詳細情報が表示されます。 

ページ中ほどにある「支払方法を選択する」ボタンをクリックします。 
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⑨ 支払方法の選択画面が表示されます。 

支払方法として使用する対象をクリックします。 

 

 

⑩ 支払に必要な情報および支払方法が表示されます。 

画面の指示に従い、支払を行って下さい。 

 

※ 例：Pay-easy（ペイジー）を選択した場合 

 

⑪ お支払の完了をもって登録手続きが完了します。 


